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課
題
の
解
決
の
方
向
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

序
言

「

E
u指
令
と
カ
ナ
ダ
オ
ン

タ
リ
オ
州
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
者
保
護
法
ー
日
本
の
電
力
小
売
市
場
の
改
革
に
関
連
し
て
ー
」
に
お
い
て
、

日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
に
言
及
し
た
。
こ
れ
は
、
消
費
者
法
の
改
正
の
動
向
の
文
脈
で
採
り
上
げ
た
。
そ
の
際
に
、
当
該
論
文

(2
)
 

の
提
出
時
期
と
の
関
連
で
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二
0
―
二
年
版
を
参
照
し
、
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二

0
一
四
年

(3
)
 

版
は
参
照
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
、

日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二

0
一
四
年
版
を
含
め
て
再
び
カ
ナ
ダ
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
者

保
護
法
と
の
比
較
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二
0
―
二
年
版
と
比
較
し
つ
つ
、

日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二
0
一
四
年
版
の
存
在
理
由
に
言
及
し
、
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二
0
一
四
年
版
と
カ
ナ
ダ

オ
ン
タ
リ
オ
州
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
者
保
護
法
を
比
較
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
比
較
か
ら
出
て
く
る
課
題
と
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令
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41 日弁連消費者契約法改正試案とカナダオンタリオ州のエネルギー

消費者保護法
(323) 

立
法
理
由

日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二

0
一
四
年
版
を
作
成
し
公
表
し
た
理
由
は
、

「
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二

0
一
四
年
版
」
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

2
 

日
本
弁
護
士
連
合
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
け
る

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
消
費
者
契
約
法
の
改
正
の
経
緯
に
言
及
し
な
が
ら
消
費
者
契
約
法
の
改
正
が
必
要
不
可
欠
で
急
務
な
立
法
課
題
で
あ

る
と
結
論
づ
け
、

「新
民
法
典
に
お
い
て
消
費
者
や
消
費
者
契
約
に
関
す
る
特
則
規
定
が
立
法
さ
れ
る
可
能
性
が
極
め
て
低
く
な
っ
た
状

況
の
下
、
消
費
者
契
約
法
の
実
体
法
改
正
に
向
け
た
実
務
作
業
が
始
動
し
た
現
時
点
に
お
い
て
、
消
費
者
契
約
被
害
の
現
状
、
本
法
の
施

行
状
況
や
裁
判
例
の
蓄
積
、
本
法
を
め
ぐ
る
国
内
外
の
議
論
の
進
展
等
を
踏
ま
え
、
法
廷
・
交
渉
・
相
談
と
い
っ
た
現
場
に
お
い
て
日
々

消
費
者
被
害
の
救
済
に
あ
た
っ
て
い
る
法
律
実
務
家
の
視
点
か
ら
見
た
あ
る
べ
き
消
費
者
契
約
に
関
す
る
包
括
的
民
事
ル
ー
ル
の
具
体
的

内
容
を
呈
示
す
る
と
い
う
観
点
」
を
強
調
し
て
い
る
個
所
が
、
そ
の
理
由
に
該
当
す
る
。

こ
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
新
た
な
民
法

（
債
権
関
係
）
の
当
初
の
計
画
が
後
退
し
て
消
費
者
や
消
費
者
契
約
に
関
す
る
特
則
規
定
が

立
法
化
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
重
要
で
、
も
し
消
費
者
や
消
費
者
契
約
に
関
す
る
特
則
規
定
が
立
法
化
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
消
費
者

契
約
法
の
実
体
法
改
正
の
内
容
も
変
わ
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
以
下
に
指
摘
す
る
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案

二
0
一
四
年
版
の
内
容
を
検
討
す
る
う
え
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

2

日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二

0
一
四
年
版
の
意
義
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で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
趣
旨
を
持
っ
た
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二

0
一
四
年
版
（
以
下
に
お
い
て
、

を
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二

0
―
二
年
版
（
以
下
に
お
い
て
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
と
言
う
）
と
比
較
し
て
置
く
こ
と
に
す

(5
)
 

る
。第

一
条
の
目
的
規
定
に
関
連
し
て
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
と
異
な
り
二

0
一
四
年
改
正
試
案
は
、
事
業
者
の
誤
認
ま
た
は
困
惑
行
為

と
、
事
業
者
の
損
害
賠
償
の
免
責
条
項
そ
の
他
、
無
効
の
全
部
ま
た
は

一
部
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
強
調
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
単
に
文
言
の
修
正
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

定
義
規
定
に
関
す
る
―

1
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
条
は
、

第
三
条
の
事
業
者
の
情
報
提
供
義
務
に
関
連
し
て
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
と
異
な
り
二

0
一
四
年
改
正
試
案
は
、
第
三
条
の
タ
イ
ト

ル
を
情
報
提
供
義
務
の
ほ
か
に
、
説
明
義
務
と
い
う
用
語
を
追
加
し
て
い
る
。
こ
れ
自
体
は
既
に
利
用
さ
れ
て
い
た
同

一
の
意
味
の
用
語

を
追
加
し
た
と
い
う
意
義
し
か
な
い
が
、
そ
の
対
象
事
項
を
単
に
重
要
事
項
と
い
う
用
語
で
済
ま
せ
て
い
た
こ
と
か
ら
よ
り
具
体
的
個
別

的
に
列
挙
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
明
瞭
に
な
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

二
0
ニ
―
年
改
正
試
案
に
お
け
る
消
費
者
が
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
方
法
を
二
0
一
四
年
改
正
試
案
に
お
い
て
消
費
者
が
通
常
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
及
び
程
度
と
変
更
し
、
消
費
者
が

2

2
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日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二

0
―
二
年
版
と
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二

0
一
四
年
版
の
比
較

―
1
0
一
四
年
改
正
試
案
と
言
う
）

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
二
条
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
同
じ
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消費者保護法
(325) 

理
解
で
き
る
程
度
に
応
じ
て
情
報
提
供
し
説
明
す
る
こ
と
を
明
瞭
化
し
た
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
他
に
、
消
費
者
契
約
の
締
結
に

先
立
つ
場
合
の
ほ
か
に
、
そ
の
締
結
の
際
を
追
加
し
た
こ
と
も
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

二
0
―
二
年
改
正
試
案
と
異
な
り
二
0
一
四
年
改
正
試
案
は
、
第
四
条
の
不
当
勧
誘
行
為
に
よ
る
取
消
し
と
い
う
包
括
的
な
用
語
か

ら
、
誤
認
惹
起
行
為
を
第
四
条
と
し
、
困
惑
惹
起
行
為
を
第
五
条
と
し
、

つ
け
込
み
型
不
当
勧
誘
を
第
六
条
と
し
て
分
類
し
た
。
こ
の
よ

誤
認
惹
起
行
為
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
四
条

一
項
の
中
に
、
不
実
告
知
の
場
合
に
関
す
る
誤
認
と
断
定
的
判
断
の
提
供

に
関
す
る
誤
認
の
一
一
種
類
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
誤
認
の
場
合
に
お
い
て
は
主
観
的
評
価
を
含
む
の
か
否
か
は
二

0
―
二
年
改
正

試
案
と
異
な
り
文
言
上
か
ら
は
分
か
ら
な
く
な
っ
た
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
誤
認
と
当
該
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
承
諾
の
意
思
表
示

の
取
消
し
の
規
定
の
仕
方
は
、
現
行
の
消
費
者
契
約
法
の
規
定
の
仕
方
に
戻

っ
て
い
る
。
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
四
条

一
号
に
あ

っ

た
重
要
事
項
に
つ
い
て
消
費
者
が
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
で
情
報
提
供
を
行
わ
な
か

っ
た
こ
と
は
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
で
除

外
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
場
合
は
取
消
し
の
対
象
に
な
ら
な
く
な

っ
た
が
前
述
し
た
第
三
条
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
後
述
す
る
第
七
条
の
損
害
賠
償
の
請
求
は
可
能
で
あ
る
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
四
条
二
項
の
中
に
、
不
利
益
事
実

の
不
告
知
に
関
す
る
誤
認
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、
主
観
的
評
価
を
含
む
の
か
否
か
は
二
0
―
二
年
改
正
試
案
と
異
な
り
文

言
上
か
ら
は
分
か
ら
な
く
な
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
誤
認
と
当
該
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
承
諾
の
意
思
表
示
の
取
消
し
の
規
定
の
仕

方
は
、
現
行
の
消
費
者
契
約
法
の
規
定
の
仕
方
に
戻
っ
て
い
る
。
消
費
者
が
当
該
事
実
を
拒
否
し
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

二
0
一
四
年

改
正
試
案
の
第
四
条
一
項
お
よ
び
二
項
に
お
い
て
、
消
費
者
契
約
の
締
結
に
先
立
つ
場
合
の
ほ
か
に
、
そ
の
締
結
の
際
を
追
加
し
た
こ
と

は
意
義
が
あ
る
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
四
条
三
項
お
よ
び
四
項
は
、
第

一
項
お
よ
び
第
二
項
の
改
正
に
伴

っ
て
こ
れ
ら
の
条
項
を

明
示
し
た
。
し
か
し
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
四
条
一
二
項
に
対
応
す
る
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
四
条
二
項
に
お
け
る
重
要
事
項

う
に
分
類
し
た
方
が
明
瞭
に
な
る
と
考
え
る
。
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の
定
義
の
中
か
ら
不
確
実
な
事
項
を
含
む
と
い
う
用
語
が
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
四
条
三
項
に
は
存
在
し
な
い
の
で
、
こ
の
点
を
含

む
の
か
否
か
は
二

0
―
二
年
改
正
試
案
と
異
な
り
文
言
上
か
ら
は
分
か
ら
な
く
な
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

四
条
三
項
に
お
け
る
第
三
者
対
抗
要
件
に
関
す
る
善
意
の
第
三
者
は
、
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
四
条
四
項
で
は
善
意
で
か
つ
過
失
が

な
い
第
三
者
に
修
正
さ
れ
た
。
誤
認
惹
起
行
為
を
受
け
た
側
の
利
益
を
考
慮
し
て
第
三
者
の
保
護
要
件
を
善
意
で
か
つ
過
失
が
な
い
と
し

て
厳
格
化
し
た
こ
と
は
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

困
惑
惹
起
行
為
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
五
条

一
項
に
お
い
て
、
消
費
者
契
約
の
締
結
に
先
立
つ
場
合
の
ほ
か
に
、
そ
の

締
結
の
際
を
追
加
し
た
こ
と
は
意
義
が
あ
る
。
ま
た
、
消
費
者
の
困
惑
と
当
該
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
承
諾
の
意
思
表
示
の
取
消
し

の
規
定
の
仕
方
は
、
現
行
の
消
費
者
契
約
法
の
規
定
の
仕
方
に
戻
っ
て
い
る
。
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
五
条

一
項
一
号
お
よ
び
二
号

は
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
四
条
一
項
五
号
お
よ
び
六
号
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
二

0
一
四
年

改
正
試
案
の
第
五
条

一
項
三
号
に
お
い
て
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
四
条

一
項
七
号
お
よ
び
九
号
に
該
当
す
る
部
分
が
あ
る
が
、
不

安
に
さ
せ
る
言
動
と
、
迷
惑
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
仕
方
と
い
う
用
語
は
新
た
に
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

―
1
0
―
二
年
改
正
試
案
の

第
四
条
一
項
八
号
は
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
五
条

一
項
に
は
存
在
し
な
い
。
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
四
条
四
項
の
規
定
が
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
五
条
の
場
合
も
第
二
項
と
し
て
準
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
正
当
で
あ
る
。

つ
け
込
み
型
不
当
勧
誘
に
関
す
る
一
―0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
六
条
は
、

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
四
条
一
項
一

0
号
の
対
象
事
項

に
変
更
を
加
え
た
。
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
六
条
で
は
、
当
該
消
費
者
の
困
窮
、
経
験
の
不
足
、
知
識
の
不
足
、
判
断
力
の
不
足
が

並
列
し
そ
の
他
の
合
理
的
に
判
断
で
き
な
い
事
情
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

二
0
―二
年
改
正
試
案
の
第
四
条

一
項

一
0
号

で
は
、
知
識
の
不
足
と
判
断
力
の
不
足
が
並
列
し
、
判
断
力
の
不
足
の
原
因
と
し
て
加
齢
、
疾
病
、
恋
愛
感
情
、
急
迫
し
た
状
態
等
が
挙

げ
ら
れ
て
い
た
。
両
者
を
比
較
す
る
と
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
六
条
の
方
が
対
象
事
項
を
広
く
カ
バ
ー
で
き
る
の
で
適
切
で
あ
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つ
け
込
み
型
不
当
勧
誘
の
場
合
で
あ
る
。

る
。
こ
の
よ
う
な
対
象
事
項
に
続
い
て
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
四
条
一
項
一

0
号
は
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
又
は
知
り

得
べ
き
場
合
で
あ
っ
て
当
該
消
費
者
に
対
し
勧
誘
を
行
う
べ
き
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
勧
誘
を
行
う
こ
と
と
し
た
が
、

二
0
一
四
年
改

正
試
案
の
第
六
条
は
そ
れ
ら
の
こ
と
を
不
当
に
利
用
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
当
該
消
費
者
の
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
承
諾
の
意
思
表
示

を
取
消
で
き
る
よ
う
に
修
正
を
加
え
た
。
後
者
の
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
四
条
四
項
の
規
定
が
二

0
一
四
年

改
正
試
案
の
第
六
条
の
場
合
も
第
二
項
と
し
て
準
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
正
当
で
あ
る
。

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
七
条
は
、
不
当
勧
誘
行
為
と
損
害
賠
償
義
務
に
関
す
る
も
の
で
、

―
I
O
I
―
一
年
改
正
試
案
の
第

一
八
条
を

修
正
し
た
。
こ
の
第
一
八
条
は
、
不
当
勧
誘
行
為
と
不
当
条
項
を
使
用
し
た
場
合
に
事
業
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
定
め
た
。
し
か
し
、

二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
七
条
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
の
消
費
者
の
権
利
又
は
利
益
を
不
当
に
侵
害
す
る
勧
誘
行
為
を
不

当
勧
誘
行
為
と
言
っ
て
事
業
者
の
過
失
責
任
を
定
め
た
。
こ
の
点
が
す
で
に
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
八
条
と
異
な
る
部
分
で
あ

る
。
し
か
も
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
七
条
は
、
消
費
者
契
約
の
締
結
に
先
立
ち
、
又
は
締
結
の
際
に
と
い
う
用
語
を
付
加
し
て
い
る
。

行
う
場
合
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
七
条
の
言
う
次
の
各
号
と
は
、
第
三
条
の
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
違
反
の
場
合
、

二
0
―
二
年
改
正
試

案
の
第
四
条
一
項
―
一
号
に
相
当
す
る
場
合
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
で
新
設
さ
れ
た
契
約
の
意
思
の
な
い
者
に
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
四
条

一
項
―
二
号
に
相
当
す
る
場
合
、―

1
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
四
条

一
項
一
三
号
で
は
包

括
的
に
消
費
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
行
為
と
し
か
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
条
項
に
相
当
す
る
前
述
し
た
誤
認
惹
起
行
為
、
困

惑
惹
起
行
為
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
八
条
は
、
消
費
者
公
序
に
関
す
る
新
た
な
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
二
0
―二
年
改
正
試
案
に
は
存
在

し
な
い
。
そ
の
規
定
は
、
民
法
第
九

0
条
の
公
序
良
俗
の
規
定
を
事
業
者
と
消
費
者
の
間
の
特
殊
性
を
掛
酌
し
て
具
体
化
し
た
も
の
で
あ

る
と
評
価
で
き
る
。
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二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
九
条
は
、
媒
介
の
委
託
を
受
け
た
第
三
者
及
び
代
理
人
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
第
一
項
と

第
二
項
は
二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
五
条
に
相
当
す
る
が
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
前
述
し
た
条
項
の
変
更
に
伴
っ
て
修
正
を
加
え

て
い
る
。
し
か
し
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
九
条
三
項
は
新
設
規
定
で
、
第
三
者
の
詐
欺
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
規
定
を
導
入
し
た

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一

0
条
は
、
解
釈
規
定
で
二

0
―
二
年
改
正
試
案
第
六
条
に
相
当
す
る
が
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
前

述
し
た
条
項
の
変
更
に
伴
っ
て
修
正
を
加
え
て
い
る
。

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

―一

条
は
、
取
消
権
の
行
使
期
間
等
に
関
す
る
規
定
で
二

0
―
二
年
改
正
試
案
第
七
条
に
相
当
す
る
が
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
前
述
し
た
条
項
の
変
更
に
伴
っ
て
修
正
を
加
え
て
い
る
。

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
―
二
条
は
、
追
認
及
び
法
定
追
認
の
排
除
に
関
す
る
規
定
で
二

0
―
二
年
改
正
試
案
第
八
条
に
相
当
す
る

が
、
文
言
の
修
正
を
行
っ
て
い
る
。

消
費
者
契
約
約
款
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

二
二
条

一
項
か
ら
四
項
ま
で
は
、

二
0
―二
年
改
正
試
案
の
第
九
条

一
項
か

ら
四
項
ま
で
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一

三
条
五
項
は
、
「
『
民
法
（
債
権

関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
」
に
対
す
る
意
見
」
（
二

0
1
――
一年
六
月
二

0
日
）
を
踏
ま
え
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

二
0
一
四
年
改

正
試
案
の
第
二
二
条
五
項
は
、
民
法
（
債
権
関
係
）

の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
を
踏
襲
し
、
事
業
者
、
消
費
者
、
当
該
消
費
者
契
約
約

款
の
用
語
を
使
っ
て
文
言
を
変
更
し
た
の
み
で
あ
る
。
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
三
条
六
項
は
、
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関

す
る
中
間
試
案
に
対
す
る
日
弁
連
の
意
見
に
事
業
者
、
消
費
者
、
当
該
消
費
者
契
約
約
款
の
用
語
を
使
っ
て
文
言
を
変
更
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
三
条
の
趣
旨
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
。

契
約
条
項
の
明
確
化
・
平
易
化
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
四
条
は
、

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

一
0
条
に
相
当
し
条

こ
と
は
正
当
で
あ
る
。

46 
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文
番
号
を
変
更
し
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
内
容
自
体
に
異
論
は
な
い
。

契
約
条
項
の
解
釈
準
則
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
五
条
は
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一

一
条
に
相
当
し
条
文
番
号

を
変
更
し
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
内
容
自
体
に
異
論
は
な
い
。

不
当
条
項
の
効
力
に
関
す
る
一
般
規
定
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
六
条
一
項
は
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
ニ
一
条

一
項
に
相
当
す
る
が
第
―

二
条
二
項
の
最
初
の
文
章
を
再
度
使
用
し
信
義
誠
実
の
原
則
に
反
す
る
も
の
を
無
効
と
し
た
文
言
の
修
正
を
行

っ
た
規
定
で
あ
る
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
六
条
二
項
は
、
第

一
六
条

一
項
を
受
け
て
消
費
者
契
約
の
条
項
が
消
費
者
の
利
益
を

侶
義
誠
実
の
原
則
に
反
す
る
程
度
に
害
し
て
い
る
の
か
の
判
断
基
準
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、

不
当
条
項
と
み
な
す
条
項
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
七
条
は
、

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
三
条
に
相
当
す
る
規
定

で
あ
る
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
七
条
一
号
、
二
号
、
三
号
、
四
号
、

号
、
三
号
、

四
号
、

五
号
は
、
二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
三
条
一
号
、
ニ

五
号
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
七
条
六
号
は
、

改
正
試
案
の
第
一

三
条
六
号
と
異
な
り
当
該
消
費
者
契
約
の
解
除
に
伴
う
と
い
う
用
語
を
先
頭
に
追
加
し
て
い
る
。
二

0
一
四
年
改
正
試

案
の
第

一
七
条
七
号
は
、
二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

一
三
条
七
号
に
お
い
て
年
一
四
・
六
パ

ー
セ
ン
ト
と
し
て
い
た
も
の
を
民
法
が
定

め
る
法
定
利
率
の
二
倍
に
変
更
し
た
。
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
七
条
八
号
は
、

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一

二
0
―二
年

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
―
―
一
条
八
号
に
相
当

す
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
七
条
九
号
は
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
二
二
条
九
号
に
相

当
す
る
が
第

一
三
条
九
号
に
あ
る
民
法
第
五
四
一
条
な
い
し
第
五
四
三
条
等
を
削
除
し
法
令
に
基
づ
く
と
い
う
用
語
に
置
き
換
え
て
い

る
。
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
三
条
一

0
号
は
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
八
条
―
二
号
に
移
動
し
た
。
二
0
一
四
年
改
正
試

案
の
第
一
七
条
一

0
号
は
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
三
条
―
一
号
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
二

0
一
四
年

二
条
二
項
と
は
異
な
る
規
定
の
仕
方
を
し
て
い
る
。
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改
正
試
案
の
第
一
七
条

―
―
号
は
、

二
0
―二
年
改
正
試
案
の
第
一

三
条

―
二
号
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
二
0

―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
三
条

一
三
号
は
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
七
条
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
七
条
―

二
号
は
、

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
三
条
一
四
号
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
二
0
―
二
年
改
正
試

案
の
第
一

三
条

一
五
号
は
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
七
条
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
七
条
一

三
号

は
、
二

0
1
―
一
年
改
正
試
案
の
第
一
三
条
一
六
号
に
相
当
す
る
が
文
言
の
修
正
を
行
っ
て
い
る
。
二

0
―二
年
改
正
試
案
の
第

一
三
条
一

七
号
は
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
八
条
一
七
号
に
移
動
し
た
。
こ
れ
ら
の
不
当
条
項
と
み
な
す
条
項
の
内
容
は
さ
ら
に
検
討
を
要

す
る
。

不
当
条
項
と
推
定
す
る
条
項
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
八
条
一
号
、
二
号
、

三
号
は
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

一

四
条
の

一
号
、
二
号
、
九
号
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

一
四
条
五
号
は
、

二
0
一
四

年
改
正
試
案
の
第
一
八
条
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
八
条
四
号
は
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

一
四
条

六
号
に
相
当
す
る
が
文
言
の
修
正
を
行
っ
て
い
る
。

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
八
条
五
号
は
、

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
四
条

七
号
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
八
条
六
号
は
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
四

条
八
号
に
相
当
す
る
が
、
括
弧
書
き
の
部
分
に
そ
の
他
消
費
者
に
信
用
不
安
が
生
じ
た
と
客
観
的
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
事
由
を
追
加
し

た
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
八
条
七
号
は
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
四
条

一
四
号
に
相
当
す
る
が
、
二

0
―
二
年
改
正
試

案
の
第
一
四
条

一
四
号
に
お
け
る
文
言
を
簡
略
化
し
括
弧
書
き
と
し
て
第

一
七
条
一
号
か
ら
五
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

と
い
う
用
語
を
追
加
し
た
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
八
条
八
号
は
、

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

一
四
条
―

二
号
に
相
当
す
る

が
、
括
弧
書
き
と
し
て
第

一
七
条
一
号
か
ら
五
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
と
い
う
用
語
を
追
加
し
た
。
二

0
一
四
年
改
正

試
案
の
第

一
八
条
九
号
は
、

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
四
条
四
号
に
相
当
す
る
が
文
言
の
修
正
を
行

っ
て
い
る
。
二

0
―
二
年
改
正
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試
案
の
第

一
四
条

一
0
号
と

一―

号
は

二
0
一
四
年
改
正
試
案
に
お
い
て
削
除
さ
れ
た
。
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
八
条
一

0
号

は
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

一
四
条
一
九
号
に
相
当
す
る
が
文
言
の
修
正
を
行
っ
て
い
る
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
八
条
一

一
号
は
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
四
条
二

0
号
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一

八
条
―
二
号
は
、

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
四
条
三
号
に
相
当
す
る
が
、
民
法
第
二
九
五
条
と
第
五

0
五
条
の
場
合
を
追
加
し
た
。

二
0
ご

一年
改
正
試
案
の
第
一
四
条

ニ
ニ
号
は
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
八
条
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案

の
第

一
八
条

一
三
号
は
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

一
四
条

一
五
号
に
相
当
す
る
が
文
言
を
修
正
し
た
。
二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

一
四
条
一
六
号
は
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
八
条
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
四
条
一
七
号
は
、

ニ

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
三
条
三
項
に
移
動
し
た
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
八
条
一
四
号
は
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

一

四
条
一
八
号
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
四
条
ニ
―
号
は
、
二

0
1
四
年
改
正
試
案

の
第
二
三
条
四
項
に
移
動
し
た
。
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
八
条
一
五
号
は
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
四
条
二
二
号
に
相
当

す
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
八
条
一
六
号
は
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

一
四
条
二
三
号

に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
八
条
一
七
号
は
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

二
二
条

一
七
号
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
不
当
条
項
と
推
定
す
る
条
項
の
内
容
は
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
。

不
当
条
項
の
効
果
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
九
条

一
項
は
、

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

一
五
条
一
項
に
相
当
す
る

が
、
但
書
と
し
て
当
該
条
項
全
体
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
消
費
者
の
利
益
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
を
追
加
し
て
い
る
。
二

oi
四
年

改
正
試
案
の
第
一
九
条
二
項
は
、
―

1
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

一
五
条
二
項
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二

0
条
は
不
当
条
項
使
用
行
為
と
損
害
賠
償
義
務
に
関
す
る
規
定
で
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
八

条
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

一
八
条
が
規
定
す
る
不
当
勧
誘
行
為
を
行
な

っ
た
と
き
、
又
は
不
当
条
項
を
使
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用
し
た
と
き
と
い
う
用
語
は
な
く
な
り
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
0
条
で
は
消
費
者
の
権
利
又
は
利
益
を
侵
害
し
た
場
合
に
修
正

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
0
条
は
、
過
失
責
任
主
義
を
明
示
し
て
い
る
。

消
費
者
契
約
の
取
消
し
及
び
無
効
の
効
果
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
ニ

―
条
は
、

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
六
条
に

相
当
す
る
。
し
か
し
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

一
六
条
二
項
の
事
業
者
が
行
っ
た
行
為
の
態
様
等
が
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二

一
条
二
項
に
お
い
て
よ
り
詳
細
に
修
正
さ
れ
た
。
こ
の
修
正
は
明
瞭
化
の
た
め
に
有
益
で
あ
る
。

複
数
契
約
の
取
消
し
、
無
効
及
び
解
除
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
二
条
は
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
一
七
条
に
相

当
す
る
が
文
言
が
修
正
さ
れ
た
。

損
害
賠
償
請
求
権
に
関
す
る
二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

一
八
条
は
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
に
お
い
て
第
七
条
と
第
二
0
条
に
規
定

さ
れ
た
。
第
七
条
が
不
当
勧
誘
行
為
に
関
す
る
も
の
で
、
第
二
0
条
が
不
当
条
項
使
用
行
為
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

継
続
的
契
約
の
中
途
解
約
権
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
三
条
は
、

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第

一
九
条
に
相
当
す
る
が

大
幅
な
修
正
が
行
わ
れ
た
。
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
三
条

一
項
は
、
将
来
に
向
か
っ
た
解
約
に
お
い
て
事
業
者
に
対
し
相
当
な
期

間
を
定
め
た
通
知
を
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
れ
は
相
手
方
の
立
場
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
正
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
に
、
継
続
的
契
約
の

内
容
に
つ
い
て
明
瞭
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
役
務
の
提
供
、
役
務
の
提
供
に
関
す
る
権
利
の
販
売
、
物
品
等
の
販
売
、
物
品
の
賃
貸
に

つ
い
て
有
償
で
―
一
か
月
以
上
の
期
間
に
及
ぶ
も
の
を
継
続
的
契
約
と
し
た
の
で
あ
る
。
―

1
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
三
条
二
項
は
、
解

約
金
に
関
す
る
新
設
規
定
で
あ
る
。
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
三
条
三
項
は
、
中
途
解
約
権
を
認
め
な
い
契
約
条
項
を
不
当
条
項
と

み
な
す
新
設
規
定
で
あ
る
。
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
三
条
四
項
は
、
中
途
解
約
権
を
制
限
す
る
契
約
条
項
と
第
二
三
条
二
項
に
反

す
る
解
約
金
を
請
求
す
る
契
約
条
項
を
不
当
条
項
と
推
定
す
る
新
設
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
新
設
規
定
は
正
当
で
あ
る
。
た
だ
し
、
解

約
金
に
関
連
し
て
契
約
期
間

一
か
月
分
の
対
価
ま
た
は
契
約
期
間
が

一
か
月
未
満
の
場
合
に
お
け
る
最
小
区
分
の
契
約
期
間
の
対
価
に
つ
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目
的
物
交
付
前
解
除
権
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
四
条
は
、
「
民
法

（債
権
関
係
）
改
正
に
関
す
る
意
見
書

（そ
の
四
）

ー
消
費
者
に
関
す
る
規
定
部
分
ー」

（二

0
―
二
年
一

0
月
二
三
日
）
に
相
当
す
る
が
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
四
条
三
項
が
示
し

て
い
る
よ
う
に
前
二
項
に
反
す
る
消
費
者
契
約
の
条
項
は
不
当
条
項
と
推
定
す
る
と
す
る
部
分
が
新
た
な
規
定
で
あ
る
。
こ
の
点
は
正
当

期
限
前
弁
済
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
五
条
は
、
「
民
法

（
債
権
関
係
）

改
正
に
関
す
る
意
見
書
（
そ
の
四
）
ー
消
費
者

に
関
す
る
規
定
部
分
ー
」
（
二

0
―
二
年

一
0
月
三
二
日
）
に
相
当
す
る
が
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
五
条
三
項
が
示
し
て
い
る
よ

う
に
前
二
項
に
反
す
る
消
費
者
契
約
の
条
項
は
不
当
条
項
と
推
定
す
る
と
す
る
部
分
が
新
た
な
規
定
で
あ
る
。
こ
の
点
は
正
当
で
あ
る
。

抗
弁
権
の
接
続
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
六
条
は
、
「
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
に
関
す
る
意
見
書
（
そ
の
四
）

ー
消
費

者
に
関
す
る
規
定
部
分
ー」

（二

0
―
二
年

一
0
月
三

二
日
）
に
相
当
す
る
が
文
言
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。

賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
原
状
回
復
義
務
を
加
重
す
る
条
項
の
無
効
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
七
条
は
、
「
民
法
（
債
権

関
係
）
改
正
に
関
す
る
意
見
書
（
そ
の
四
）

ー
消
費
者
に
関
す
る
規
定
部
分
ー
」
（
二

0
―
二
年

一
0
月
二
三
日
）
に
相
当
す
る
が
文
言
の

修
正
が
行
わ
れ
た
。

他
の
法
律
の
適
用
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
八
条
は
、
二

0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
二

0
条
に
相
当
す
る
が
文
言
の
修

正
が
行
わ
れ
た
。

事
業
者
間
契
約
へ
の
準
用
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
九
条
は
、

二
0
―
二
年
改
正
試
案
の
第
ニ
一
条
に
相
当
す
る
が
文

言
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
規
定
を
置
く
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。

で
あ
る
。

い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
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注(
5
)
日
本
弁
護
士
連
合
会
、
前
掲
注

(
3
)
、
消
費
者
契
約
法
日
弁
連
改
正
試
案
（
二

0
-
―
一
年
版
）
及
び
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
問
題
に
関
す
る
日
弁
連

意
見
書
と
消
費
者
契
約
法
日
弁
連
改
正
試
案
（
―

I
O
I
四
年
版
）
と
の
条
文
対
照
表
。

現
行
の
消
費
者
契
約
法
と
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二

0
一
四
年
版
の
比
較

前
述
し
た
よ
う
に
、

日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二

0
一
四
年
版
を
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二
0
1
―
一
年
版
と
比
較
す

こ
こ
で
は
、
改
正
の
対
象
と
な
っ
た
現
行
の
消
費
者
契
約
法
（
以
下
に
お
い
て
、
現
行
法
と
言
う
）
と
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試

(6)

（

7
)
 

案
二

0
一
四
年
版
（
以
下
に
お
い
て
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
と
言
う
）
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
改
正
試
案
の
特
徴
を
明
ら

目
的
規
定
で
あ
る
一

―0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
条
は
、
現
行
法
第
一
条
に
相
当
す
る
が
文
言
の
修
正
を
行
っ
て
い
る
。

定
義
規
定
で
あ
る
―

1
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
条
は
、
現
行
法
第
二
条
に
相
当
す
る
が
事
業
の
定
義
の
仕
方
を
変
更
し
た
。
現
行
法

第
二
条
は
「
事
業
と
し
て
又
は
事
業
の
た
め
に
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
条
は
、
「
事
業
に
直
接
関
連
す
る
取

引
を
す
る
た
め
に
」
と
変
更
し
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
法
の
解
釈
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
文
言
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
三
条
は
、
現
行
法
第
三
条
一
項
に
相
当
す
る
が
大
幅
な
修
正
を
行

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
消
費
者
契
約
の
締
結
に
先
立
ち
又
は
締
結
に
際
し
と
い
う
よ
う
に
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
を
行
う
時
期
を

明
瞭
に
し
た
こ
と
、
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
の
対
象
を
個
別
に
列
挙
し
た
こ
と
、
消
費
者
が
通
常
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
及

び
程
度
を
掛
酌
し
て
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
現
行
法
第
三
条
二
項
は
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
―

1
0
条

か
に
す
る
。

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
新
た
な
改
正
試
案
の
特
徴
を
論
じ
た
。

2
,
3
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誤
認
惹
起
行
為
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
四
条
は
、
現
行
法
第
四
条

一
項
、
二
項
、
四
項
、
五
項
に
相
当
す
る
が
文
言
の

修
正
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
四
条
一
項
に
お
い
て
消
費
者
契
約
の
締
結
に
先
立
ち
又
は
締
結
に
際
し
と
い

う
時
期
を
明
示
し
た
こ
と
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
四
条
一
項
二
号
に
お
い
て
現
行
法
第
四
条
一
項
二
号
と
異
な
り
単
に
不
確
実
な

事
項
と
し
た
こ
と
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
四
条
二
項
に
お
い
て
消
費
者
契
約
の
締
結
に
先
立
ち
又
は
締
結
に
際
し
と
い
う
時
期
を

明
示
し
た
こ
と
、
不
利
益
事
実
を
故
意
に
告
げ
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
単
に
告
げ
な
か
っ
た
と
し
た
こ
と
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

四
条
三
項
に
お
い
て
現
行
法
第
四
条
四
項
に
あ
っ
た
重
要
事
項
の
個
別
的
な
列
挙
が
な
く
な
っ
た
こ
と
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
四

条
四
項
に
お
い
て
現
行
法
第
四
条
五
項
に
善
意
の
第
三
者
と
な
っ
て
い
た
の
を
善
意
で
か
つ
過
失
の
な
い
第
一
―
―
者
に
変
更
し
た
こ
と
で
あ

困
惑
惹
起
行
為
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
五
条
は
、
現
行
法
第
四
条
一
二
項
、
五
項
に
相
当
す
る
が
文
言
の
修
正
を
行
っ
た
。

す
な
わ
ち
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
五
条

一
項
に
お
い
て
消
費
者
契
約
の
締
結
に
先
立
ち
又
は
締
結
に
際
し
と
い
う
時
期
を
明
示
し

た
こ
と
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
五
条

一
項
一
号
お
よ
び
二
号
は
現
行
法
第
四
条
三
項

一
号
お
よ
び
二
号
と
同
じ
で
あ
る
が
、

二
〇

一
四
年
改
正
試
案
の
第
五
条
一
項
三
号
は
現
行
法
第
四
条
三
項
に
な
い
新
設
規
定
で
あ
る
こ
と
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
五
条
二
項

が
現
行
法
第
四
条
五
項
と
異
な
る
善
意
で
か
つ
過
失
の
な
い
第
一
二
者
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
四
条
四
項
を
準
用
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

つ
け
込
み
型
不
当
勧
誘
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
六
条
、
不
当
勧
誘
行
為
と
損
害
賠
償
義
務
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正

試
案
の
第
七
条
、
消
費
者
公
序
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
八
条
は
、
現
行
法
に
な
い
新
設
規
定
で
あ
る
。

媒
介
の
委
託
を
受
け
た
第
一
二
者
及
び
代
理
人
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
九
条
は
、
現
行
法
第
五
条
に
相
当
す
る
が
修
正
を

る
。

に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
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こ
。

t
 

行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
九
条
一
項
お
よ
び
二
項
に
お
い
て
民
法
第
九
六
条
一
項
の
規
定
に
う
ち
詐
欺
に

よ
る
意
思
表
示
の
取
消
し
の
規
定
を
追
加
し
た
こ
と
、
第
三
者
の
詐
欺
の
場
合
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
九
条
三
項
を
新
設

し
た
こ
と
で
あ
る
。

解
釈
規
定
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
0
条
は
、
現
行
法
第
六
条
に
相
当
す
る
が
文
言
を
修
正
し
た
。

取
消
権
の
行
使
期
間
等
に
関
す
る
―

1
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
―
一
条
は
、
現
行
法
第
七
条
に
相
当
す
る
が
修
正
を
行
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一

―
条
一
項
に
お
い
て
現
行
法
第
七
条
一
項
が

「
追
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
六
箇
月
間
」

と
な
っ
て
い
る
の
を
「
取
消
し
の
原
因
と
な
っ
て
い
た
状
況
（
心
理
的
な
影
響
を
含
む
。
）
が
消
滅
し
た
時
か
ら
―
―一
年
間
」
に
変
更
し
た
こ

と、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
一
条

一
項
に
お
い
て
現
行
法
第
七
条
一
項
が
「
当
該
消
費
者
契
約
の
締
結
の
時
か
ら
五
年
」
と
な
っ

て
い
る
の
を
「
当
該
消
費
者
契
約
の
締
結
の
時
か
ら
一

0
年
」
に
変
更
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

追
認
及
び
法
定
追
認
の
排
除
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

―
二
条
と
、
消
費
者
契
約
約
款
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試
案

の
第

一
三
条
は
、
現
行
法
に
な
い
新
設
規
定
で
あ
る
。

契
約
条
項
の
明
確
化

・
平
易
化
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
四
条
は
、
現
行
法
第
六
条
に
相
当
す
る
が
文
言
を
修
正
し

契
約
条
項
の
解
釈
準
則
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
五
条
は
、
現
行
法
に
な
い
新
設
規
定
で
あ
る
。

不
当
条
項
の
効
力
に
関
す
る

一
般
規
定
に
つ
い
て
の
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
六
条
は
、
現
行
法
第

一
0
条
に
相
当
す
る
が
文
言

を
修
正
し
た
。
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
六
条

一
項
は
現
行
法
第

一
0
条
の
後
半
部
分
に
該
当
し、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一

六
条
二
項
は
現
行
法
第

一
0
条
の
前
半
部
分
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

不
当
条
項
と
み
な
す
条
項
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
七
条
一
号
か
ら
五
号
ま
で
は
、
現
行
法
第
八
条
に
相
当
す
る
が
文
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事
業
者
間
契
約
へ
の
適
用
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
九
条
は
、
現
行
法
に
な
い
新
設
規
定
で
あ
る
。

る
。

言
を
修
正
し
た
。
た
と
え
ば
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
七
条
五
号
イ
お
よ
び
口
に
お
い
て
現
行
法
第
八
条
一
一項

一
号
お
よ
び
二
号

に
な
い
「
当
該
責
任
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
さ
れ
た
場
合
」
を
追
加
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

不
当
条
項
と
み
な
す
条
項
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
七
条
六
号
お
よ
び
七
号
は
、
現
行
法
第
九
条
に
相
当
す
る
が
修
正

を
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
七
条
六
号
に
お
け
る
但
書
の
部
分
で
、
現
行
法
第
九
条
に
お
け
る

「
こ
れ

ら
の
合
算
し
た
額
」
以
降
の
文
章
が
修
正
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
七
条
七
号
に
お
い
て
現
行
法
第
九
条
二

号
が
年
一
四
・六
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
の
を
民
法
が
定
め
る
法
定
利
率
の
二
倍
に
変
更
し
た
こ
と
で
あ
る
。

不
当
条
項
と
み
な
す
条
項
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
八
号
か
ら
二
二
号
ま
で
、
不
当
条
項
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案

の
第
一
八
条
、
不
当
条
項
の
効
果
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
九
条
、
不
当
条
項
使
用
行
為
と
損
害
賠
償
義
務
に
関
す
る
ニ

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二

0
条
、
消
費
者
契
約
の
取
消
し
及
び
無
効
の
効
果
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
ニ

一
条
、
複
数
契

約
の
取
消
し
無
効
及
び
解
除
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
二
条
、
継
続
的
契
約
の
中
途
解
約
権
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正

試
案
の
第
二
三
条
、
目
的
物
交
付
前
解
除
権
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
四
条
、
期
限
前
弁
済
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正

試
案
の
第
二
五
条
、
抗
弁
権
の
接
続
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
六
条
、
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
原
状
回
復
義
務
を
加
重
す

る
条
項
の
無
効
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
七
条
は
、
現
行
法
に
な
い
新
設
規
定
で
あ
る
。

他
の
法
律
の
適
用
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
八
条
は
、
現
行
法
第
一

一
条
に
相
当
す
る
が
文
言
の
修
正
を
行
っ
て
い
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注(
8
)
日
本
弁
護
士
連
合
会
、
前
掲
注

(
3
)
、

(
9
)
日
本
弁
護
士
連
合
会
、
前
掲
注

(
2
)
、

(10)
拙
稿
、
前
掲
注

(
l
)
、
九
六
頁
以
下
。

(11)

拙
稿
、
前
掲
注

(
1
)、
九
四
頁
以
下
。

一
頁
以
下
。

一
頁
以
下
。

出
て
く
る
課
題
と
課
題
の
解
決
の
方
向
性
を
指
摘
し
た
い
と
思
う
。

(
8
)

（

9
)
 

日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二

0
一
四
年
版
は
、
基
本
的
に
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二
0
―
二
年
版
を
引
き
継
い
で
い

(10) 

る
。
し
た
が
っ
て
、
前
著
に
お
い
て
、
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二
0
1
―
一
年
版
と
カ
ナ
ダ
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

(11
)
 

者
保
護
法
を
比
較
し
た
際
に
指
摘
し
た
こ
と
が
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二

0
一
四
年
版
と
の
比
較
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
異
な
る
部
分
も
あ
る
の
で
、
こ
の
点
を
含
め
て
以
下
に
お
い
て
両
者
の
関
係
を
再
度
確
認
し
、
こ
こ
か
ら

3
 

注(
6
)
日
本
弁
護
士
連
合
会
、
前
掲
注

(3
)
、
一
頁
以
下
。

(
7
)
第
二
回
消
費
者
契
約
法
専
門
委
員
会
、
山
本
健
二
委
員
提
出
資
料
、
資
料
五
ー

一
ー
三
現
行
の
消
費
者
契
約
法
と
日
弁
連
改
正
試
案
と
の
条
文
対
照

表。

(http:/＼
w
w
w
.
c
a
o
.
g
o
.
j
p
¥
c
o
n
s
u
m
e
r
¥
k
a
b
u
s
o
s
h
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k
i
¥
o
t
h
e
r
¥
m
e
e
t
i
n
g
5
¥
d
o
c
¥
l4112l_shiryou5|l

—

3.pdf) 

日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
と
カ
ナ
ダ
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
者
保
護
法
の
比
較
と
課
題
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日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二

0
一
四
年
版
と
カ
ナ
ダ
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
者
保
護
法
の
比
較

カ
ナ
ダ
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
者
保
護
法

（以
下
に
お
い
て
、

者
の
権
利
に
関
す
る
規
定
で
、
保
護
さ
れ
る
消
費
者
の
権
利
の
範
囲
と
法
の
抵
触
に
関
し
て
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
は
、
第
2
編
の
消
費

者
の
権
利
が
他
の
法
律
の
消
費
者
の
権
利
に
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
2
編
の
消
費
者
の
権
利
を
制
限
的
に
解
釈
で
き
な
い
こ

と
、
他
の
法
律
と
抵
触
す
る
場
合
に
は
第
2
編
の
規
定
が
優
先
す
る
こ
と
を
定
め
る
。
こ
の
こ
と
は
、
我
国
に
お
け
る
消
費
者
契
約
法
の

よ
う
な
一
般
的
な
消
費
者
保
護
法
の
ほ
か
に
、
電
気
や
ガ
ス
を
購
入
す
る
消
費
者
を
対
象
と
す
る
特
別
法
と
の
関
係
に
類
似
す
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
6
条
は
、
契
約
の
文
言
の
曖
昧
さ
を
消
費
者
に
有
利
に
解
釈
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
は
、
契
約
条
項
の

解
釈
準
則
に
関
す
る
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二
0
一
四
年
版
（
以
下
に
お
い
て
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
と
言
う）

条
の
内
容
と

一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

の
第

一
五

エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
12
条
は
、
契
約
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
情
報
に
関
す
る
規
定
で
、
提
供
さ
れ
る
情
報
、
消
費
者
の
承
認
と
署
名
、

契
約
に
お
い
て
許
容
さ
れ
な
い
情
報
に
関
し
て
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
は
、
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試

エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
19
条
は
、
契
約
の
取
消
し
に
関
す
る
規
定
で
、
契
約
締
結
日
か
ら
契
約
書
の
コ
ピ
ー
の
交
付
と
消
費
者
の
受
領
確
認

後
の

一
0
日
以
内
の
契
約
の
取
消
し
、
契
約
に
必
要
と
さ
れ
る
情
報
提
供
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
お
け
る
契
約
締
結
日
か
ら
の
契
約
の
取

消
し
、
不
公
正
な
取
引
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
契
約
締
結
日
か
ら
の
契
約
の
取
消
し
な
ど
を
定
め
る
。
こ
の
規
定
は
、
不
当
勧
誘
行

為
に
よ
る
取
消
し
に
関
す
る
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二
0
―
二
年
版
の
第
四
条

一
項
一
号
の
内
容
と

一
致
し
て
い
た
が
、
し
か

案
の
第
三
条
に
類
似
し
て

い
る
。

3
 

エ
ネ
ル
ギ
ー
法
と
言
う
）
第

5
条
は
、
保
護
さ
れ
る
消
費
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し
二
0
一
四
年
改
正
試
案
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
規
定
が
な
く
な
っ
た
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
23
条
は
、
契
約
の
取
消
し
に
基
づ
く
返
金
に
関
す
る
規
定
で
、

お
け
る
返
金
、

た
だ
し
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
19
条
2
項
の
場
合
に
お
け
る
返
金
、

定
す
る
。
こ
の
規
定
は
、
消
費
者
契
約
の
取
消
し
及
び
無
効
の
効
果
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
ニ

一
条
に
類
似
し
て
い
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
19
条
に
お
い
て
指
摘
し
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
24
条
は
、
前
払
い
金
の
返
金
に
関
す
る
規
定
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
19
条
2
項、

4
項、

5
項
の
場
合
に
お
け
る
返

金
に
関
し
て
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
23
条
の
場
合
と
同
様
に
、
消
費
者
契
約
の
取
消
し
及
び
無
効
の
効
果
に
関
す

エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
27
条
は
、
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
消
費
者
が
供
給
者
に
訴
え
を
提
起
で
き
る
こ
と
に
関
し
て
定
め
、
契
約
の
取
消
し

と
契
約
の
無
効
に
関
連
す
る
規
定
と
損
害
賠
償
に
関
す
る
規
定
か
ら
な
る
。
こ
の
規
定
は
、

二
0
一
四
年
改
正
試
案
に
直
接
関
連
す
る
も

の
は
な
い
。
し
か
し
、
契
約
の
取
消
し
と
契
約
の
無
効
に
関
連
す
る
規
定
と
損
害
賠
償
に
関
す
る
規
定
に
関
連
す
る
も
の
は
、
た
と
え
ば
、

正
試
案
の
第
五
条
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
19
条
1
項
ま
た
は

3
項
の
場
合
に

エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
19
条
4
項
の
場
合
に
お
け
る
返
金
に
関
し
て
規

エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
19
条
に
お
い
て
指
摘
し
た
こ
と
に
留
意
す
る
必

誤
認
惹
起
行
為
に
よ
る
取
消
し
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
四
条
、
困
惑
惹
起
行
為
に
よ
る
取
消
し
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改

つ
け
込
み
型
不
当
勧
誘
に
よ
る
取
消
し
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
六
条
、
不
当
勧
誘
行
為
と
損
害
賠
償

義
務
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
七
条
、
消
費
者
公
序
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
八
条
、
不
当
条
項
の
効
力
に
関

す
る

一
般
規
定
に
つ
い
て
の
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一
六
条
、
不
当
条
項
と
み
な
す
条
項
に
関
す
る
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第

一

七
条
、
不
当
条
項
と
推
定
す
る
条
項
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
一
八
条
、
不
当
条
項
の
効
果
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試

案
の
第

一
九
条
、
不
当
条
項
使
用
行
為
と
損
害
賠
償
義
務
に
関
す
る
―

1
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二

0
条
、
複
数
契
約
の
取
消
し
無
効
及

要
が
あ
る
。

る
二
0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
ニ一

条
に
類
似
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
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消費者保護法

エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
の
消
費
者
保
護
に
関
す
る
事
項
を
規
律
す
る
法
制
度
は
、

消
費
者
保
護
法
と
い
う
形
式
で
規
律
さ
れ
て
い
た
。

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
す
で
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
者
保
護
法
自
体
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

護
法
第

5
条
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
保
護
さ
れ
る
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
規
定
で
、
保
護
さ
れ
る
消
費
者
の
権
利
の
範
囲
と
法
の
抵

3
,
2
 
フ
ラ
ン
ス
法

注(12
)
拙
稿
、
前
掲
注

(l
)、
九
六
頁
以
下
。

効
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
七
条
で
あ
る
。

(341) 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
者
保

一
部
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
消

び
解
除
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
二
条
、
継
続
的
契
約
の
中
途
解
約
権
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
三
条
、

目
的
物
交
付
前
解
除
権
に
関
す
る
二

0
一
四
年
改
正
試
案
の
第
二
四
条
、
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
原
状
回
復
義
務
を
加
重
す
る
条
項
の
無

こ
の
よ
う
に
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
法
と
二
0
一
四
年
改
正
試
案
に
関
連
す
る
諸
規
定
が
重
な
る
も
の
は
、

費
者
契
約
法
の
一
部
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
重
な
ら
な
い
部

分
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
の
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
電
気
事
業
法
に
重
な
る
こ
と
を
す
で
に
同
じ
個
所
で
論
じ
た
。

し
か
し
ま
た
、
電
気
事
業
法
の
規
定
内
容
だ
け
で
は
必
ず
し
も
消
費
者
保
護
を
十
分
に
達
成
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
お

(12
)
 

し

t

カ
ナ
ダ
の
オ
ン
タ
リ
オ
州
に
お
い
て
独
自
に
エ
ネ
ル
ギ
ー

エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
と
い
う
特
殊
性
が
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
形
式
を
採
用
す
る
の
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公
共
サ
ー
ビ
ス
義
務
は
、

言
う
）
第

3
条
に
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
同
様
の
規
定
が
、
二

0
0
九
年
の
天
然
ガ
ス
に
お
け
る
域
内
市
場
の
た
め
の
共
通
ル

ー
ル
に
関
す
る
指
令
第
3
条
に
お
い
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
義
務
は
、
電
気
指
令
第

3
条
2
項
に
よ
れ
ば
、
供
給

の
安
定
性
を
含
ん
だ
安
全
性
が
保
た
れ
る
こ
と
、
規
則
正
し
い
こ
と
、
品
質
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
、
供
給
の
価
格
が
適
切
で
あ
る
こ
と
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
さ
・
再
生
可
能
な
供
給
源
に
由
来
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
気
候
の
保
護
を
含
ん
だ
環
境
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
こ

と
を
内
容
と
す
る
。
ま
た
、
電
気
指
令
第
3
条

6
項
に
よ
れ
ば
、
事
業
者
に
公
共
サ
ー
ビ
ス
義
務
を
課
す
こ
と
や
す
べ
て
の
家
庭
の
顧
客

ら
れ
て
い
る
。

(13
)
 

こ
れ
ら
の
法
典
の
中
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
典
に
お
け
る
消
費
者
保
護
に
関
連
す
る
諸
規
定
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
法
典
に
お
け
る
消
費
者
保
護
に
関
連
す
る
諸
規
定
は
、
第
1
巻
第

2
編
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
義
務
と
消
費
者
の
保
護
に
定
め

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

気
法
典
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
法
典
で
あ
る
。
同
じ
く
、
こ
の
よ
う
な
多
重
構
造
に
よ
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
に
お
け
る
消
費
者
の
権
利
が
保
護

二
0
0
九
年
の
電
気
の
域
内
市
場
の
た
め
の
共
通
ル
ー
ル
に
関
す
る
指
令
（
以
下
に
お
い
て
、
電
気
指
令
と

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、

触
に
関
し
て
定
め
る
も
の
で
、
第
2
編
の
消
費
者
の
権
利
が
他
の
法
律
の
消
費
者
の
権
利
に
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第

2
編
の
消

費
者
の
権
利
を
制
限
的
に
解
釈
で
き
な
い
こ
と
、

他
の
法
律
と
抵
触
す
る
場
合
に
は
第

2
絹
の
規
定
が
優
先
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

こ
の
内
容
か
ら
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
法
律
が
他
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
重
構
造
に
よ

っ
て
エ
ネ
ル
ギ

ー
分
野
に
お
け
る
消
費
者
の
権
利
が
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
単
に
英
米
法
諸
国
に
属
す
る
カ
ナ
ダ
に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
大
陸
法
諸
国
に
属
す
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
に
お
け
る
事
業
者
と
消
費
者
を
規
律
す
る
法
律
は
、
た
と
え
ば
、
民
法
典
、
消
費
法
典
、
電

も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
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(343) 

3

3
課
題

考
と
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

と
小
規
模
事
業
者
に
ユ
ニ
バ

ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
さ
せ
る
こ
と
を
実
施
す
る
た
め
に
、
金
銭
的
補
償
そ
の
他
の
補
償
等
が
な
さ
れ
る

こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

電
気
指
令
を
国
内
法
化
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
典
第

1
巻
第

2
編
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
義
務
と
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
諸
規
定
は
、
電
気

指
令
第
3
条
の
趣
旨
を
引
き
継
い
で
い
る
。
検
討
を
要
す
る
が
、
こ
の
公
共
サ
ー
ビ

ス
義
務
は
具
体
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
お
よ
び
措
置

を
裏
付
け
る
理
念
と
し
て
我
国
に
も
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
諸
規
定
も
我
国
に
お
い
て
参

エ
ネ
ル
ギ
ー
法
典
第
1
巻
第

2
編
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
義
務
と
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
諸
規
定
に
う
ち
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
義
務
に
関
す

る
諸
規
定
は、

L
1
2
1ー

l

条
か
ら
L
1
2
1
|
4
7

条
ま
で
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
諸
規
定
は
、

L
1
2
2
|
l

条
か
ら

1
1
2
2ー

7

冬
歪
ま
で
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
規
定
は
、

E
u指
令
を
具
体
化
し
た
も
の
と
し
て
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

注(13
)
C
o
d
e
 d
e
 l'
e
n
e
r
g
i
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(h
t
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c
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c
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3
9
8
3
2
0
8
&
d
a
t
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T
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1
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2
0
1
5
0
1
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(14
)
拙
稿
、
「
電
力
市
場
改
革
と
消
費
者
法
」
神
奈
川
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
六
号

（神
奈
川
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
、

二
0
二
ニ
年
九
月
）
二
三
頁
以
下

Q

同
、
前
掲
注

(
1
)、
九
一
頁
以
下
。
こ
れ
ら
の

E
u指
令
と
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
典
第
1
巻
第
2
編
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
義
務
と
消
費
者
の
保
護
に

関
す
る
諸
規
定
は
別
に
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二
0
一
四
年
版
を
カ
ナ
ダ
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
者
保
護
法
と
比

較
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
な

っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
諸
規
定
が
重
な
る
も
の
は
一
部
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
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気
事
業
法
、

フ
ラ
ン
ス
法
に
言
及
し
た
。

4
結
語

重
な
ら
な
い
部
分
は
、
電
気
事
業
法
第
二
条
の
―

二
か
ら
第
二
条
の
一
七
ま
で
と
部
分
的
に
重
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
ら
の
内
容

か
ら
判
断
す
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
電
気
事
業
法
の
諸
規
定
の
内
容
だ
け
で
は
必
ず
し
も
消
費
者
保
護
を
十
分
に
達
成
で
き
て
い
る
と
評
価

で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ナ
ダ
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
者
保
護
法
や

フ
ラ
ン
ス
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
典
第

1

巻
第
2
編
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
義
務
と
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
諸
規
定
を
考
慮
し
た
だ
け
で
明
ら
か
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
カ
ナ
ダ
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
者
保
護
法
や

フ
ラ
ン
ス
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
法
典
第

1
巻
第
2
編
の
公
共
サ
ー
ビ

ス
義
務
と
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
諸
規
定
を
導
入
す
る
方
向
で
、
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
当
該
電
気
事

業
法
の
諸
規
定
な
ど
を
見
直
し
て
み
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

本
稿
は
、
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
を
受
け
る
家
庭
部
門
の
消
費
者
の
権
利
を
強
化
す
る
た
め
に
、

日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案

二
0
一
四
年
版
と
カ
ナ
ダ
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
者
保
護
法
の
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
た
。
そ
の
際
に
、
日
弁
連
消

費
者
契
約
法
改
正
試
案
二
0
一
四
年
版
の
立
法
理
由
、
日
弁
連
消
費
者
契
約
法
改
正
試
案
二
0
―
二
年
版
、
現
行
の
消
費
者
契
約
法
、
電

そ
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
結
論
は
、
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
当
該
電
気
事
業
法
の
諸
規
定
な
ど
を
見
直
し
て
み
る
余
地
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
カ
ナ
ダ
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
者
保
護
法
や
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
法
典
第

1
巻
第
2
編
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
義
務
と
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
諸
規
定
を
導
入
す
る
価
値
が
あ
る
と
考
え
た
。

し
か
し
、
東
日
本
大
地
震
を
契
機
に
始
ま

っ
た
電
力
市
場
改
革
か
ら
生
じ
た
消
費
者
の
権
利
の
検
討
は
、
前
述
し
た

E
u指
令
、
カ
ナ
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(345) 

ダ
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
者
保
護
法
、

フ
ラ
ン
ス
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
典
第
1
巻
第

2
絹
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
義
務
と
消
費
者
の

(15
)
 

保
護
に
関
す
る
諸
規
定
に
定
め
ら
れ
た
法
原
則
の
領
域
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

。
こ
れ
ら
を
超
え
た
広
が
り
を
持
っ
て
い
る
。
新

し
い
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
に
対
応
し
た
消
費
者
の
権
利
を
体
系
的
に
確
立
す
る
時
期
が
到
来
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

注(15
)
I
I
C
P
情
報
通
信
政
策
研
究
所

「
ス
マ

ー
ト
グ
リ

ッ
ド
関
連
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

・
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
調
査
研
究
」
二

0
―
二

年
三
月
。
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